
■■■ 付 議 事 項 ■■■ 

 

 

開催日時 平成２７年１月２２日（木）午後３時 

場  所 印西市役所本庁舎３階 市長応接室 

出 席 者 
市長・教育長・総務部長・市民部長・環境経済部長・健康福祉部長・都市建設部長・教育部

長・水道部長・総務課長・企画政策課長・財政課長 

 

 

整理 

番号 
担当部署 

付 議 題 名 
結 果 

内     容 

１ 
教育部 

教育総務課 

印西市学校適正配置審議会設置条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

本市における小・中学校の状況は、小規模化と大規模化が同時に進

行しており、今後も学校規模の格差が拡大していく状況にあることか

ら、児童生徒のより良い教育環境を整えていく必要がある。 

このような状況を踏まえ、今後の小・中学校の適正な配置について

調査及び審議をする機関として、審議会を設置する条例を制定するも

の 

（検討結果）【整理番号１】について承認、原案どおり議会上程 

２ 
健康福祉部 

介護福祉課 

印西市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

介護保険法第１１７条の規定により、市の介護保険事業計画を見直

し、第６期事業計画の介護給付費を賄う介護保険料を決定したことに

伴い、介護保険料の基準額を改め、また、介護保険法施行令第３８条

及び第３９条の規定による所得状況等に応じて区分されている第１

号被保険者の保険料率の算定に係る基準を現行の標準６段階から標

準９段階に細分化するとともに、介護保険法施行規則第１４３条から

第１４３条の３までの規定による市民税本人課税層に当たる新第６

段階、新第７段階、新第８段階及び新第９段階の境目となる合計所得

金額を、それぞれ１２０万円、１９０万円及び２９０万円として定め

るもの 

 第６期事業計画における保険料率の算定に関する基準については、

現行（第５期事業計画の期間）と同数の所得段階設定とするもの。ま

た、同介護保険法施行令の一部改正に伴い当該政令の規定との整合を

図るもの 

介護保険法第１１５条の４５第１項の規定により実施する介護予

防・日常生活支援総合事業について、介護予防及び生活支援の体制整

備の必要性を鑑み、円滑な実施を図るための猶予期間を設定するもの 

 

（検討結果）【整理番号２】について承認、原案どおり議会上程 

３ 健康福祉部 印西市保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について 承  認 

政策調整会議の結果について 



保育課 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（平成２４年法律第６７号）の制定

により、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部が改正され、

市は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）の定めるところにより保育を実施することとされたことに伴い、

これまで市が定めていた保育の実施に関する本条例を廃止するもの 

 

（検討結果）【整理番号３】について承認、原案どおり議会上程 

 
継続審議 

 
却  下 

４ 
健康福祉部 

保育課 

印西市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（平成２４年法律第６７号）の制定

により、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部が改正され、

市は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）の定めるところにより保育を実施することとされたことから、所

要の規定の整備を行うとともに、保育料を国の基準を上限として市が

定める必要があるため、改めるもの 

 

（検討結果）【整理番号４】について承認、原案どおり議会上程 

５ 
健康福祉部 

保育課 

印西市立学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

「印西市立西の原第２学童クラブ」を新設し、平成２７年４月１日

から供用を開始するため、別表第１に名称及び位置を加えるもの 

 

（検討結果）【整理番号５】について承認、原案どおり議会上程 

６ 
総務部 

総務課 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

別表の報酬額及び字句を改めるもので、農業委員会の会長６万円を

６万５千円に、会長代理及び１号会議員５万円を５万４千円に、委員

４万７千円を５万１千円に、監査委員の識見経験６万円を７万５千円

に、議会選出４万２千円を５万円にそれぞれ報酬額を改め、監査委員

の区分中「識見経験」を「識見を有する者」に、「議会選出」を「議

員」に改め、新たに「学校問題対策指導員」を追加し、「家庭相談員・

母子自立支援員」を「家庭相談員」と「母子・父子自立支援員」に改

めるもの 

（農業委員） 

平成８年４月１日以降報酬額の改定を行わなかったが、農業委員にお

いては、合併により農地面積が拡大したこと及び農地転用等の許可申

請等が増加している等、近隣市及び同規模程度の農地面積の自治体を

参考に増額するもの 

（監査委員） 

平成８年４月１日以降報酬額の改定を行わなかったが、監査委員にお

いては、財政規模等が増大していることに伴い、監査委員の業務量も

年間を通じて増加しているとともに、職責がより重要視されているこ

と等、近隣市及び同規模程度の自治体を参考に増額するもの。また、

監査委員の区分について、地方自治法の条文との整合を図るため名称

の改正を行うもの 

（学校問題対策指導員） 

いじめ防止対策、不登校対策等、学校教育上の諸問題への対策及び



保護者対応についての支援等、学校教育を総合的にアドバイスできる

「学校問題対策指導員」を印西市教育センターに新たに設置するもの 

（家庭相談員・母子自立支援員） 

家庭相談員・母子自立支援員の区分について、母子及び寡婦福祉法

の改正に伴い、名称の改正を行うとともに、実情に合わせ「家庭相談

員」と「母子・父子自立支援員」に分けるもの 

 

（検討結果）【整理番号６】について承認、原案どおり議会上程 

７ 
総務部 

総務課 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

条例中に教育長の給料及び旅費の規定を加えるもの。また、附則に

おいて、従前の教育長の給与及び旅費等に関する条例を廃止するもの 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

（平成２６年法律第７６号。以下「改正法」という。）により、一般

職の職員としての教育長の任命等に関する規定は削除され、教育長

は、長が議会の同意を得て任命する常勤の特別職の職員となり、任期

は３年とされた。これに伴い、本条例に教育長の給料月額及び旅費に

関する規定を加えることを内容とする条例の一部改正を行うもの。た

だし、改正法により、在職中の教育長に関する経過措置が規定され、

在職中の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、な

お従前の例により在職することとされたことから、本条例中に経過措

置並びに従前の教育長の給与及び旅費等に関する条例の効力につい

て規定するもの 

 

（検討結果）【整理番号７】について承認、原案どおり議会上程 

８ 
総務部 

総務課 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 
承  認 

 
継続審議 

 
却  下 

(1) 人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告の内容に準じて給料月額

を引下げるもの（給料表の見直しに伴う経過措置として、３年間の

現給保障を実施） 

(2) ５５歳以上の職員の給料等の１.５％減額支給措置を廃止するも

の（平成３０年３月３１日に廃止） 

(3) 給料表の水準引下げ及び国並び千葉県の地域手当の見直しに併

せ、支給割合を８％から１０％に段階的に引き上げるもの（平成２

７年度は８.５％とし、平成３０年４月までに、段階的に実施） 

(4) 管理職員手当を支給される職員が、災害への対処その他臨時又

は緊急の必要により平日深夜（午前０時から午前５時までの間）に

勤務した場合、勤務１回につき 6,000円を超えない範囲の額を支給

するもの 

(5) 勤勉手当の支給割合について、平成２６年度は、給与改定分（０.

１５月分）を１２月期に上乗せして支給していたものを、６月期と

１２月期の支給割合を同じにするもの 

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告において、世代間の給与配分

の見直し、職務や勤務実績に応じた給与配分という基本的な考えの

下、給料表や諸手当のあり方を含めた給与制度の総合的見直しを行う

もの 

 

（検討結果）【整理番号８】について承認、原案どおり議会上程 

９ 
総務部 

総務課 

印西市特別顧問設置条例を廃止する条例の制定について 承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

本条例を設置根拠とする特別顧問は、平成２２年３月の旧印旛村及

び旧本埜村の編入に際し、印西市の速やかな一体化を進めることを目

的に設置された。 



設置当初、旧印旛村長の佐藤榮一氏及び旧本埜村長の五十嵐勇氏に

委嘱し、多岐にわたる施策等に対し、地域の実情等を考慮した助言を

いただき、市政の円滑な運営のため、尽力いただいた。 

昨年度まで佐藤氏に特別顧問をお願いしていたが、昨年度末の任期

満了に際し、佐藤氏から再任辞退の申し入れがあったため、結果平成

２５年度をもって特別顧問は不在となっている。 

この状況を鑑み検討した結果、合併後４年以上が経過し、設置の目

的である合併後の印西市の一体化は概ね達成されたと考えること、ま

た、新たな特別顧問を委嘱する予定もないことから、本条例を廃止す

るもの 

 

（検討結果）【整理番号９】について承認、原案どおり議会上程 

１０ 
総務部 

総務課 

印西市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

条例中行政指導の方式（第３３条関係）に根拠を示す規定、行政指

導の中止等の求めの規定（第３４条の２関係）及び処分等の求めの規

定（３５条の２関係）、を追加し、併せて用語の改正を行うもの 

平成２６年６月に公布された行政手続法の一部を改正する法律（平

成２６年法律第７０号）により、行政手続法が主に行政指導、処分に

関する規定について改正されたことから、市の行政手続条例について

も行政手続法の規定を参考に改正を行い、より適正な行政手続制度と

するもの 

 

（検討結果）【整理番号１０】について承認、原案どおり議会上程 

１１ 
総務部 

防災課 

消防水利に係る排水栓活用について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

消防車両の進入が困難な箇所等における消火用水源を確保するた

め、また、地域住民の初期消火活動の充実を図ることを目的に、県水

道局と関係自治体１１市、一部事務組合で、水道施設の排水栓の活用

に関する覚書を締結する。 

 

（検討結果）【整理番号１１】について承認 

１２ 
市民経済部 

環境保全課 

あっせんの申し立てについて（原子力損害賠償紛争解決センターへの

申し立てについて） 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

平成２３年度から平成２５年度分までの市単独費による支出は、

104,140,807円であり、これまでに直接請求により損害賠償を求めて

いる。 

東京電力は、「原子力損害の賠償に関する法律第３条第１項」及び

「放射性物質汚染対処特別措置法第４４条」に基づき賠償する責任が

あると考えられるが、これに応じない状況である。 

東京電力に対しての直接請求は限界があるため、原子力損害の賠償

に関するものは、原子力損害の賠償に関する法律に基づき「原子力損

害賠償紛争解決センター」に申し立てることとなる。 

この申立ては、地方自治法第９６条第１項第１２号のあっせんの申

立てに該当するため、平成２７年第１回定例会に上程して申し立てる

予定である。 

 

（検討結果）【整理番号１２】について承認、原案どおり議会上程 

 


